
　第３期馬路村地域福祉計画（以降、「本計画」）は、社会福祉法第 107 条に定められた『市町村地域福祉計画』
として策定するものであり、高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉等の各計画との整合性を図るとともに、地域
を基盤として、各福祉分野を横断的につなぎ、共通する課題の解決をめざす計画として位置づけています。
　また、『成年後見制度利用促進基本計画』、『再犯防止推進計画』、『自殺対策計画』を本計画に包含し、一
体的に策定しています。

この基本理念をもとに本計画を次のように推進します。

馬路村成年後見制度利用促進基本計画・馬路村再犯防止推進計画・馬路村自殺対策計画

第３期  馬路村地域福祉計画
Umaj

i.village

計画の位置づけ

概要版

▶村民や新たな移住者を地域福祉
活動へ結びつけるための取り組み
だけでなく、小さいころから福祉
のことを学んだり、魅力的な村づ
くりに取り組んだりすることも必要
になっています。

▶いざという時に村民みんなで支
え・助けあうためにも、親子ぐる
みの交流や地区間での交流など、
世代間交流を積極的に進め地域の
つながり強化に努める必要があり
ます。

▶村民の様々なニーズに対応する
ため、包括的な支援体制の構築が
求められています。また、村民・
行政・関係機関が役割を分担しな
がら、防災・減災への取り組みを
行う必要があります。

課題の整理

地域活動の
担い手不足

村民の交流機会や
地域のつながり強化

包括的な支援体制と
インフラ整備、
災害時の対策

計画期間

本計画は、令和４年度から令和８年度までの５か年を計画期間とします。

子どもから高齢者まで、
健やかな暮らしを生涯支える村づくり

　本村における現状と課題を踏まえつつ、村民の様々なニーズに地域全体で対応し、「住み慣れたこの馬路村
で自分らしく幸せに暮らしたい」というすべての人の願いを実現するために、基本理念を以下のように定めます。

基本理念
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お問い合わせ  

地域を担う人づくり

　地域福祉に関する情報発信や周知、
福祉教育・人権教育に取り組み、村民の
みなさんが地域福祉を知るためのきっか
けづくりを行います。

｛基本施策Ⅱ｝

地域福祉活動へ参加してみよう

　村民のみなさんが地域福祉活動にふれる
第一歩としてのきっかけづくりや既存活動団
体等への支援を行い、多くの村民に当事者
意識を持ってもらえるように取り組みます。

まずは知らんとね！ やってみんかえ？

基本目標１

｛基本施策Ⅰ｝

地域福祉のことを知ろう

誰もが安心できる支援の実施

　防犯・防災対策を推進し、村民一人
ひとりの意識の向上、万が一に備えた体
制づくりなどに取り組みます。

｛基本施策Ⅲ｝

多様な福祉ニーズに応えます

　生活に困っている人や助けを必要として
いる人など、多様な福祉ニーズに対応す
るために、包括的な支援体制づくりや福
祉サービスの充実に取り組みます。

基本目標３

｛基本施策Ⅱ｝

安心・安全の地域をつくります

誰もがつながる地域の輪
（ネットワ ーク）づくり

　地区や世代を越えた村民同士のつな
がりを大切に、お互いに助け・支えあう
地域を目指し交流機会を増やします。

｛基本施策Ⅱ｝

交流拠点をつくります

　誰もが集まりやすくつながりやすい交
流拠点の確保に向け、既存施設の活用
に取り組みます。

基本目標２

｛基本施策Ⅰ｝

交流機会を増やします

　村民同士のつながりだけではなく、村民と役場職員・関係機関とのつながりも
大切にし、馬路村全域における支えあいのネットワークを広げます。

｛基本施策Ⅲ｝

地域と役場・関係機関みんなで支えあいましょう

　誰もが壁を感じず、その人らしい生活を馬路村で送るために、各分野における
支援や分野横断的な支援、権利擁護や再犯防止、自殺対策などに取り組みます。

｛基本施策Ⅰ｝

健やかな暮らしを見守り、助けます

集まろうや～
！

行ってみろうか！

みんなあ で

支えあおうや～
！

みんなあ
大丈夫かえ？

備えちょこう！ 色んな人が
おるきねえ！


